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jJ手-jj

(宇i北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
二
O
O
二
年
九
月
一
七
日
(
火
)
午
後
二
時
よ
り

共
通
テ
l
マ
「

E
U法
統
一
と
域
外
諸
国
の
対
応
」

「
圏
内
私
法
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
へ
|
ス
イ
ス
の
状
況
」

報
告
者
パ
ウ
ル
・
フ
ォ
ル
ケ
ン

(
ス
イ
ス
・
フ
リ
ブ
l
ル
大
学
教
授
)

藤

正

則

通

訳

出
席
者

原

七
名

本
報
告
の
内
容
は
、
本
誌
五
四
巻
三
号
以
降
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

O
二
O
O
二
年
九
月
一
八
日
(
水
)
午
後
二
時
よ
り

共
通
テ
l
マ
「
E
U法
統
一
と
域
外
諸
国
の
対
応
」

「
わ
が
国
の
消
費
者
契
約
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
」

報
告
者

出
席
者

j青

池

治

田

七
名

本
報
告
の
内
容
は
、
本
誌
五
四
巻
三
号
以
降
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

O
二
O
O
二
年
一

O
月
二
四
日
(
木
)
午
後
三
時
よ
り

「
違
憲
審
査
制
の
『
活
性
化
』
に
つ
い
て
」
報
告
者

栄

笹

司

田

出
席
者

名

本
報
告
の
内
容
は
、
「
違
憲
審
査
活
性
化
は
最
高
裁
改
革
で
」
(
紙
谷
雅

子
編
『
日
本
国
憲
法
を
読
み
直
す
』
一
四
八
1
一
六
六
頁
、
日
本
経
済
新

聞
社
、
二

O
O
O
年
)
及
び
「
司
法
に
お
け
る
専
門
性
と
国
民
参
加
l
戦

後
司
法
制
度
改
革
補
遺
」
(
金
沢
法
学
四
四
巻
三
号
一
五
l
=
一
七
頁
、
二

O
O
二
年
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
主
た
る
報
告
内
容
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

わ
が
国
の
違
憲
審
査
制
が
な
に
ゆ
え
機
能
し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
違
憲
審
査
制
成
立
の
経
緯
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
最
高
裁
へ
の
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報

権
限
の
一
元
的
集
中
、
最
高
裁
の
二
重
の
役
割
(
「
上
告
審
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
違
憲
審
査
に
つ
い
て
の
最
終
審
」
)
、
そ
し
て
最
高
裁
判
事
の
過

重
負
担
に
分
析
を
加
え
た
。
そ
の
う
え
で
、
違
憲
審
査
制
活
性
化
の
試
み

と
し
て
、
上
告
制
限
、
憲
法
裁
判
所
、
そ
し
て
憲
法
部
を
紹
介
し
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
最
後
に
、
私
案
と
し
て
、
「
最

高
裁
判
所
の
機
構
改
革
」
を
紹
介
し
た
。
本
報
告
に
対
し
て
様
々
な
見
解

が
だ
さ
れ
、
議
論
を
詰
め
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
憲

法
事
件
を
含
む
上
告
制
限
は
可
能
で
は
な
い
か
、
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命

に
あ
た
り
裁
判
官
候
補
者
の
国
会
で
の
聴
聞
と
い
う
よ
う
な
手
続
は
考
え

ら
れ
な
い
か
、
憲
法
部
と
笹
田
案
に
違
い
は
あ
る
の
か
、
笹
田
案
に
い
う

「
特
別
高
裁
」
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
か
、
笹
田
案
で
本
当
に
最

高
裁
の
負
担
軽
減
は
可
能
か
、
最
高
裁
を
支
え
る
調
査
官
に
代
え
て
ど
の

よ
う
な
人
的
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
を
作
る
の
か
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁

と
の
比
較
等
で
あ
っ
た
。
私
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
論
点
を
指
摘
し

て
い
た
だ
き
今
後
の
検
討
課
題
も
明
確
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
多
々
あ
り
、

出
席
者
の
方
々
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
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